
広域連携移住定住セミナー企画・運営業務委託仕様書 

１ 業務名 

広域連携移住定住セミナー企画・運営業務 

 

２ 目的 

本業務は、長岡市を主体とし、長岡地域定住自立圏構成市町（長岡市、見附市、小千谷

市、出雲崎町）及び柏崎市が連携して実施する移住定住セミナー（ふるさと回帰支援セン

ター共催事業）について、将来的な移住・定住の促進を図るために、東京圏在住の移住検

討者との新たな接点の創出や、中越地域での生活（子育て、雪国生活など）の具体的なイ

メージを持ってもらうとともにセミナー後もＬＩＮＥをはじめとしたＳＮＳでの継続的な

つながりを構築することを目的とする。 

 

３ 適用 

  本仕様書は、長岡市（以下「甲」という。）が実施する本業務に関しての必要な事項を

定めるとともに、受託者（以下「乙」という。）が履行しなければならない事項を定めた

ものである。 

  本業務の実施にあたっては、契約書及び本仕様書によるほか、業務の趣旨を十分理解

し、本仕様書に定めるもの以外においても、業務の円滑な遂行に必要な事項については、

甲と協議の上、実施するものとする。 

 

４ 履行期間 

 契約締結日から令和９年３月 31日まで 

 

５ 委託業務の内容 

 乙は、本事業を移住実現までの段階的なプロセス（情報収集段階における接点創出、継

続的な情報提供による関係構築、相談・現地体験への誘導）を意識した内容として企画・

実施するものとし、次の業務を行う。 

なお、実施内容は下記（１）から（６）の内容を想定しているが、事業効果を高める提

案であれば、この内容に限定しないものとする。 

（１）移住検討者との新たな接点を創出するためのセミナー全体の企画立案（テーマ設

定、構成、開催方法等） 

（２）先輩移住者等ゲストの選定・調整及び体験談を通じた移住後の暮らしの具体的なイ

メージ形成 

（３）セミナー当日の運営（会場設営、オンライン配信設定等） 

（４）セミナーの広報・プロモーション及び広報物（ＰＲ用チラシ、ＳＮＳ掲載用バナー

等）の作成 

（５）参加申込管理、アンケートの実施及び結果の取りまとめ 



（６）業務実施報告書の作成（接点創出及び関係構築の成果と課題を含む） 

 

６ ターゲット 

 東京圏在住の 20歳代から 40歳代を中心とした移住検討者（子育て世代、Ｕターン希望

者等）とする。 

 

７ 開催概要 

（１）開催回数 年１回 

（２）開催場所 ふるさと回帰支援センター 

（所在地：東京都千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館８階） 

（３）開催方法 現地来場型又は来場・オンライン併用型（ハイブリッド型） 

 

８ 集客目標 

長岡地域定住自立圏構成市町及び柏崎市全体でセミナー等への参加者 50人を目標とす

る。 

 

９ 成果物 

（１）セミナー実施報告書 

（２）参加者アンケート集計結果 

（３）制作した広報物等 

成果品はすべて、紙媒体及び電子データ（甲が指定するデータ形式により電子記憶媒体

に保存）で提出するものとする。 

 

10 成果品の審査及び責任の範囲 

（１）成果品について、乙は甲の審査を受けなければならない。その結果、修正を指示さ

れた事項については、甲と協議のうえ、速やかにこれを処理しなければならない。 

（２）本業務完了後であっても、成果品に不備が発見された場合は、乙は責任をもって対

応するものとする。 

11 著作権の帰属  

 乙は、本委託事業により作成された成果物の全ての著作権（著作権法第 27条及び第 28

条の権利を含む。）を甲に無償で譲渡するものとする。 

 

12 関係機関との協議 

関係機関との協議等に関し、甲から要請があったときは、誠意をもってこれにあたるこ

と。 

 

 

 



13 部外者との接触 

本業務の作業にあたり、市民、関係機関等と接触するときは、支障の起こらないように

心がけること。 

 

14 資料の貸与 

業務遂行上、必要な資料の収集は原則として乙が行う。ただし、甲は必要に応じて所有

する資料を乙に貸与するものとし、乙は適正な管理を行うとともに、業務完了後速やかに

返却するものとする。 

 

15 提出書類 

乙は、本業務実施にあたっての次の書類を速やかに甲に提出するものとする。 

（１）委託着手届 

（２）その他、甲が指示するもの 

 

16 その他 

（１）本業務の実施にあたっては、甲との打ち合わせを行い、その指示に従うこと。 

（２）その他の細部に関する仕様事項及び疑義が生じたとき、又はこの仕様書に定めのな

い事項については、甲との協議のうえ決定するものとする。 

 

17 その他 

本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲と乙が協議の上、定めるものと

する。 


